
八丈町おしごと掲示板取扱規則

（目的）

第１条 この規則は、八丈町（以下「町」という。）内の求人情報を八丈町ホー

ムページ等に掲載することにより、町内の雇用の安定と、U ターン及び I タ
ーン者の町内での就労を推進することにより、産業振興、定住促進に寄与する

ことを目的とする。

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。

(1) 募集事業主 町内に勤務地がある求人情報を掲載したい事業主をいい、法
人、個人の別を問わない。

(2) 求職者 就労を希望する者をいう。 
（求人情報の範囲）

第３条 本規則で取り扱う求人情報の範囲は町内を勤務地とするものに限る。

２ 本規則で取り扱う求人情報の雇用形態は、正社員、契約社員、派遣社員、ア

ルバイト、パート及びその他とする。

 （掲載場所）

第４条 本規則で取り扱う求人情報は、八丈町ホームページ及び一般社団法人

移住・交流推進機構が管轄する JOIN ニッポン移住・交流ナビホームページ
に掲載するものとする。

２ 前項の掲載期間は最長で３ヶ月とする。

（職業紹介及び斡旋）

第５条 本規則を取り扱うにあたり、町は職業紹介及び斡旋はしない。

２ 求職者からの問い合わせは、募集事業主の責任において行うものとする。

（掲載希望の取扱）

第６条 求人の掲載を希望する募集事業主は、町長へ求人情報掲載申込書（様式

第１号）を提出するものとする。

２ 前項の申し込みの内容が、法令に違反しているか、賃金、労働時間等の労働

条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しない。

３ 町長が適当でないと認めるものは、掲載の対象外とする。

 （掲載決定）

第７条 町長は、前条の申込が適当と認めたときは、募集事業主に求人情報掲載

決定通知書（様式第２号）を通知するものとする。

 （掲載希望の取下げ）

第８条 前条の決定を受けた募集事業主が、掲載希望を取り下げるときは、町長



に求人情報掲載取下申請書（様式第３号）を提出するものとする。 
 （取下げの承認） 
第９条 町長は、前条の申込を適当と認めたときは、募集事業主に求人情報掲載

取下承認通知書（様式第４号）を通知するものとする。 
 （採用決定報告） 
第１０条 募集事業主は、本規則により採用を決定したときは、速やかに町長に

採用決定報告書（様式第５号）を提出するものとする。 
（損害賠償） 
第１１条 本規則の取り扱いにおいて、募集事業主及び求職者間においていか

なる損害が生じても、町はその責めを負わないものとする。 
（委任） 
第１２条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、

町長が別に定める。 
附 則  

この規則は、平成２８年３月１日から施行する。 
この規則は、令和２年４月１日から施行する。 


